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✤ 合同会社石巻エリアマネジメント 

取り組みワークショップの情報共有資料 
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５５章章  支支援援成成果果ののままととめめ  
 
 

１１  イインントトロロダダククシショョンン                                                                    

 

本年度は８団体の支援を行った。協議会等の設立や運用に関する支援が主ではあるが、発注者

への普及啓発情報づくりや設計者選定プロポーザル支援などの展開もみられる。各団体の支援概

要や支援傾向等について、以下にまとめる。 

 

２２  本本年年度度のの支支援援のの類類型型化化                                                                  

 

本年度支援を行った８団体への支援内容を分類すると、以下の「基礎情報の習得支援」、「地域

の木材・木造情報づくり支援」、「協議会等の体制づくりの支援」、「設計者選定プロポーザル支援」

の 4つに分類できる。 

 

（１）基礎情報の習得支援 

・該当する支援先は、西山杉利活用推進コンソーシアム（以下、西山とする。）、合同会社石巻

エリアマネジメント（以下、石巻とする。）である。 

・西山、石巻では、これから地域で非住宅建築物を木造化するための仕組みづくりを行いたい

が、どのように木材調達を行えばよいか分からず、関係者の連携をつくるための支援が求め

られた。両団体は今年度初めての支援であるため、基礎的な木造関連情報の習得と今後の方

向性をまとめることを成果として取り組んだ。 

・支援の成果は、非住宅木造建築物を推進するために、木材調達の体制づくりの重要性を学ん

だことである。また、木材を分離発注することで、地域材活用の促進や建設コストの低減、

山への還元率を高めることを検討した。 

 

（２）地域の木材・木造情報づくり支援 

・該当する支援先は、佐波川の森を守る木造建築研究会（以下、佐波川とする。）、Yamanashi

ウッド・チェンジ・ネットワーク（以下、山梨とする。）、北鹿地域林業成長産業化協議会

（以下、北鹿とする。）である。 

・佐波川では、主に設計者のための情報づくりに取り組んだ。施主に対して木材や木造のメリ

ットを PRするための情報と木材乾燥技術等の習得である。 

・山梨では、民間事業者の木造建築に対する意識を確認するアンケートを実施した。同時に、

木造化に前向きな事業者がどれくらい存在するかを把握する内容とした。 

・北鹿は、地域の課題や特性を整理した。地域の木材会社の所在地マップや非住宅の木造建築

設計実績がある設計者の事例紹介等をまとめた。地域の関係者間の共通認識につながった。 

5章　支援成果のまとめ
５章

支援成果のまとめ
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・支援の成果は、今後具体的な木造建築を実現するために有効な情報をつくり、関係者間の有

効なツールとなるよう、情報を取りまとめたことである。山梨では、地域の情報づくりと同

時に、木造に前向きな事業者の把握を行ったことが先進的である。 

 

（３）協議会等の体制づくりの支援 

・該当する支援先は、（仮称）みやざき木の建築推進協議会（以下、宮崎とする。）、滋賀県琵

琶湖環境部びわ湖材流通推進課（以下、滋賀とする。）である。 

・滋賀は 2年目の支援であり、宮崎は今年度初めての支援である。いずれも地域で木造を推進

する協議会等の体制づくりの支援である。滋賀と宮崎は、協議会設立のための規約や今後の

取り組み内容・工程などを具体的にまとめた。 

・支援の成果は、協議会等をつくる目的を関係者で共有し、協議会等の構成メンバーと役割分

担を想定することにより、具体的な組織のあり方を検討したことである。滋賀は県外への県

産材の販売や木造化を推進、宮崎は県内の木造化を推進するなど、様々な木材活用の方向性

がある。 

 

（４）設計者選定プロポーザル支援 

・該当する支援先は、会津流域林業活性化センター（以下、会津とする。）である。 

・近年になかった、具体的な木造案件の支援である。会津は 2年目の継続支援であり、昨年度

取りまとめた木造化 PR情報などをもとに、会津管内の市町村関係者や木材事業者等に対し

て企画案件の有無を問うアンケートを実施した。その結果、会津若松地方森林組合が事務所

を建替える情報を入手し、設計者選定プロポーザル支援へつながった。 

・支援の特徴は、地域の製材で中大規模木造ができることを学び、木造化方針をまとめ、先進

事例の関係者からプロポーザルの取り組み方や木造化の留意点を学んだことである。プロポ

ーザル支援の経過で関係者が木造化を学ぶことができ、公平な設計者選定ができた。 

 

 

３３  木木造造化化推推進進へへ向向けけたた情情報報づづくくりりののポポイインントト                                                

 

木造化を推進していくためには、関係者及び発注者へ向けた木材・木造情報づくりが重要であ

る。先進的な地域では、木造のメリットや木造化事例、木造化支援を行える組織を PRするための

資料づくりに取り組んでいる。 

各地の具体的な支援を行っていると、第三者から見るとその地域の特色や強みであっても、地

元の関係者にとっては当たり前であるため、特にアピールしていない貴重な情報が少なからずあ

る。そのため、木造化の情報づくりに取り組む際は、第三者の視点も入れて、地域の情報を収集・

発見し、ビジュアル的にわかりやすく取りまとめることがポイントである。また、情報を具体的

に取りまとめることを通して、改めて地域の特色や強みなどを関係者で共有することができる。

本年度の支援でまとめられた情報が参考になるので以下に紹介する。 
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・支援の成果は、今後具体的な木造建築を実現するために有効な情報をつくり、関係者間の有

効なツールとなるよう、情報を取りまとめたことである。山梨では、地域の情報づくりと同

時に、木造に前向きな事業者の把握を行ったことが先進的である。 

 

（３）協議会等の体制づくりの支援 

・該当する支援先は、（仮称）みやざき木の建築推進協議会（以下、宮崎とする。）、滋賀県琵

琶湖環境部びわ湖材流通推進課（以下、滋賀とする。）である。 

・滋賀は 2年目の支援であり、宮崎は今年度初めての支援である。いずれも地域で木造を推進

する協議会等の体制づくりの支援である。滋賀と宮崎は、協議会設立のための規約や今後の

取り組み内容・工程などを具体的にまとめた。 

・支援の成果は、協議会等をつくる目的を関係者で共有し、協議会等の構成メンバーと役割分

担を想定することにより、具体的な組織のあり方を検討したことである。滋賀は県外への県

産材の販売や木造化を推進、宮崎は県内の木造化を推進するなど、様々な木材活用の方向性

がある。 

 

（４）設計者選定プロポーザル支援 

・該当する支援先は、会津流域林業活性化センター（以下、会津とする。）である。 

・近年になかった、具体的な木造案件の支援である。会津は 2年目の継続支援であり、昨年度

取りまとめた木造化 PR情報などをもとに、会津管内の市町村関係者や木材事業者等に対し

て企画案件の有無を問うアンケートを実施した。その結果、会津若松地方森林組合が事務所

を建替える情報を入手し、設計者選定プロポーザル支援へつながった。 

・支援の特徴は、地域の製材で中大規模木造ができることを学び、木造化方針をまとめ、先進

事例の関係者からプロポーザルの取り組み方や木造化の留意点を学んだことである。プロポ

ーザル支援の経過で関係者が木造化を学ぶことができ、公平な設計者選定ができた。 

 

 

３３  木木造造化化推推進進へへ向向けけたた情情報報づづくくりりののポポイインントト                                                

 

木造化を推進していくためには、関係者及び発注者へ向けた木材・木造情報づくりが重要であ

る。先進的な地域では、木造のメリットや木造化事例、木造化支援を行える組織を PR するための

資料づくりに取り組んでいる。 

各地の具体的な支援を行っていると、第三者から見るとその地域の特色や強みであっても、地

元の関係者にとっては当たり前であるため、特にアピールしていない貴重な情報が少なからずあ

る。そのため、木造化の情報づくりに取り組む際は、第三者の視点も入れて、地域の情報を収集・

発見し、ビジュアル的にわかりやすく取りまとめることがポイントである。また、情報を具体的

に取りまとめることを通して、改めて地域の特色や強みなどを関係者で共有することができる。

本年度の支援でまとめられた情報が参考になるので以下に紹介する。 
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（１）木材事業者マップの例 

・北鹿では、北鹿地域産材活用へ向けて、非住宅建築物の木造化・木質化のための実施体制づ

くりやコーディネーターの確保が求められた。地域の課題や改善策を確認し、地域の情報を

整理する過程を経て、PRパンフレット案「北鹿地域の木で建てよう！非住宅建築物の木造

化・木質化」をまとめた。次年度により具体化する予定である。 

・地域の木材事業者の情報を収集し、まとめたことで、国内では珍しく近距離圏に製材・集成

材工場が集積していて、地域の板材供給体制を活用した中断面集成材であれば製材と競合で

きる価格帯で加工・調達できることを関係者で共有できた。 

・地域の情報を整理することで、地域の特性や PRポイントが整理できた事例である。 

 

（２）木造マイスターの PRの例 

・宮崎では、非住宅建築における木材利用推進のため「みやざき木造塾」を開催し、受講者を

「みやざき木造マイスター」として登録する制度がある。 

・令和 4 年度に県内の児湯森林組合が「みやざきの木造化・木質化相談窓口」へ事務所を木造

で建替えられないか相談を行い、みやざき木造マイスターによる設計者選定プロポーザルが

実施され、令和 5年度に県産材を活用した木造事務所が実現した経緯がある。 

・このように宮崎では、木造化実現へ向けた人材育成と企画案件掘り起しを連携させる流れが

できていた。今後は、協議会として、その流れを確実な仕組みへと発展させる予定である。

プロポーザルの実施経緯や、みやざき木造マイスターを PRするための資料は、他地域でも参

考になる。 

5章　支援成果のまとめ
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（３）発注者の特性に応じた木造 PR チラシの例 

・山梨では、県産材を活用した木造化・木質化を、民間建築物等へ普及するためのアンケート

を実施した。アンケート依頼の広告には、アンケート回答者への特典として県内の木造事例

集である「木という選択」冊子をプレゼントすることを掲載した。また、チラシ裏面には発

注者の特性に応じて訴求内容の異なる 2種類がデザインされた。一つは、木造による費用面

のメリットや安全性を強調し、もう一つは、SDGsやカーボンニュートラルを強調してい

る。 

・木造物件の企画掘起しの際は、公共建築と民間建築では、木造化に求められるメリットが異

なる場合がある。発注者の特性に応じた木造 PRチラシづくりの参考になる。 

 

 

  

（チラシ表面）

「木という選択」の
プレゼントを強調

（チラシ裏面１）

費用面のメリットや
安全性を強調

（チラシ裏面２）

SDGsやカーボン
ニュートラルを強調

商工関係企業向け やまなしSDGs登録企業向け
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（３）発注者の特性に応じた木造 PRチラシの例 

・山梨では、県産材を活用した木造化・木質化を、民間建築物等へ普及するためのアンケート

を実施した。アンケート依頼の広告には、アンケート回答者への特典として県内の木造事例

集である「木という選択」冊子をプレゼントすることを掲載した。また、チラシ裏面には発

注者の特性に応じて訴求内容の異なる 2種類がデザインされた。一つは、木造による費用面

のメリットや安全性を強調し、もう一つは、SDGsやカーボンニュートラルを強調してい

る。 

・木造物件の企画掘起しの際は、公共建築と民間建築では、木造化に求められるメリットが異

なる場合がある。発注者の特性に応じた木造 PRチラシづくりの参考になる。 

 

 

  

（チラシ表面）

「木という選択」の
プレゼントを強調

（チラシ裏面１）

費用面のメリットや
安全性を強調

（チラシ裏面２）

SDGsやカーボン
ニュートラルを強調

商工関係企業向け やまなしSDGs登録企業向け
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（４）設計者選定プロポーザルの PR の例 

・会津では、設計者選定プロポーザル実施へ向けた支援を行った。プロポーザルを実施した森

林組合は、プロポーザル実施が初めてであり、建築に関しても専門外だった。そのため、プ

ロポーザルの方法や取り組み方と同時に、施設の木造化に関するノウハウを本支援で習得し

た。 

・会津では、会津管内での木材活用と木造化を推進しており、自主事業として今回の設計者選

定プロポーザルの取り組みを PR する講習会を実施する予定である。PR のために今回の支援

のプロセスなどをとりまとめた。この資料は、地域の木材で木造化が可能なことと設計者選

定プロポーザルが有効なこと、木造サポートが可能なことを PRする参考資料となる。 

  

 

４４  木木造造化化実実現現へへ向向けけたた関関係係者者のの体体制制づづくくりりののポポイインントト                                        

 

木造化・木質化を推進するためには、発注者、設計者、木材事業者、施工者等の木造建築に関

わる川上から川下までのすべての関連事業者が集い、それぞれの立場の課題や要望を明らかにし、

地域内での課題や改善策を共有することが最も重要である。そのために、協議会等の組織を立ち

上げ、意思の疎通を通じ活動しやすくする取り組みが増えている。協議会等を運営していくため

には、持続的な参加者を集めることも重要である。情報づくりや組織づくりだけに終始すること

なく、同時進行で関係者を巻き込み、キーマンを育てる取り組みも必要である。体制づくりのポ

イントを以下に紹介する。 

 

 

5章　支援成果のまとめ
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（１）発注者・設計者・木材事業者・施工者等のバランスの良い参加 

・地域によっては、協議会等のメンバーが木材事業者に偏ったり、設計者に偏っている場合が

ある。しかし、各分野の関係者がバランス良く集まり、他分野からの課題や要望を理解・共

有することにより、今後の木造化・木質化推進の方向性が見いだされることが多い 

・そのため、協議会等を組織化する際は、できるだけ各分野（発注者、設計者、木材事業者、施

工者等）の関係者へ参加を促し、非住宅木造建築が地域の木材事業者に及ぼすメリットを共

有して、今後、地域で非住宅木造建築を推進する気運を高めることが重要である。 

（２）キーマンを中心とした役割分担 

・地域で非住宅建築物の木造化・木質化の実績がある人材や、これから取り組みたいという意

識が高い複数の人材をキーマンとして位置付けることが有効である。 

・体制づくりの際には、関係者で役割分担し、取り組むことが必要となる。情報づくりや企画

の掘り起しなど、誰が主体的に取り組むかといった役割分担や行動計画を明確にし、共有す

ることで、主体性や責任感が生まれ、持続可能な取り組みにつながる。 

 

（３）仕事づくりを目的とする 

・人を集め、協議会等の組織を維持するためには、協議会等の取り組みが各関係者の仕事につ

ながることが最も重要である。企画の掘り起しや木造化支援の実践や試行を伴わないと、参

加率が低下することが見込まれる。そのため、体制づくりや情報づくりも必要ではあるが、

試行的に企画案件の掘り起こしの活動を並行して取り組むことで、実際の仕事につなげる事

が重要である。 

 

５５  企企画画案案件件のの掘掘りり起起ししととププロロポポーーザザルル実実施施へへ向向けけてて                                          

 

地域で木造化を推進する情報をつくり、人を集め検討会や協議会づくりを始めたら、次のステ

ップとしては、企画案件の掘り起しに向けた試行的な取り組みを行い、その次に設計者選定プロ

ポーザル支援へとつなげることが有効である。以下に、本年度の支援事例等も踏まえた取り組み

方法を紹介する。 

 

（１）企画案件の掘り起し 

企画案件の掘り起しは、過去に、埼玉県と木造アドバイザーが市町村をまわり、企画案件の

掘り起しに取り組んだ事例がある。本年度支援団体では、宮崎、山梨、会津の事例を以下に紹

介する 

 

①宮崎の事例 

・宮崎県では、県が開設する木造相談窓口がある。相談窓口への相談がきっかけで木造の森

林組合事務所が実現した。実現の経緯概要は以下の通りである。 

・宮崎県が主催する、みやざき木造塾を受講した設計者等を木造マイスターとして登録する

制度がある。児湯森林組合が事務所を木造で建替えたいという相談が相談窓口に寄せられ

たため、県は、みやざき木造マイスター運営事務局（当時）である建築士事務所協会へ相
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（１）発注者・設計者・木材事業者・施工者等のバランスの良い参加 

・地域によっては、協議会等のメンバーが木材事業者に偏ったり、設計者に偏っている場合が

ある。しかし、各分野の関係者がバランス良く集まり、他分野からの課題や要望を理解・共

有することにより、今後の木造化・木質化推進の方向性が見いだされることが多い 

・そのため、協議会等を組織化する際は、できるだけ各分野（発注者、設計者、木材事業者、施

工者等）の関係者へ参加を促し、非住宅木造建築が地域の木材事業者に及ぼすメリットを共

有して、今後、地域で非住宅木造建築を推進する気運を高めることが重要である。 

（２）キーマンを中心とした役割分担 

・地域で非住宅建築物の木造化・木質化の実績がある人材や、これから取り組みたいという意

識が高い複数の人材をキーマンとして位置付けることが有効である。 

・体制づくりの際には、関係者で役割分担し、取り組むことが必要となる。情報づくりや企画

の掘り起しなど、誰が主体的に取り組むかといった役割分担や行動計画を明確にし、共有す

ることで、主体性や責任感が生まれ、持続可能な取り組みにつながる。 

 

（３）仕事づくりを目的とする 

・人を集め、協議会等の組織を維持するためには、協議会等の取り組みが各関係者の仕事につ

ながることが最も重要である。企画の掘り起しや木造化支援の実践や試行を伴わないと、参

加率が低下することが見込まれる。そのため、体制づくりや情報づくりも必要ではあるが、

試行的に企画案件の掘り起こしの活動を並行して取り組むことで、実際の仕事につなげる事

が重要である。 

 

５５  企企画画案案件件のの掘掘りり起起ししととププロロポポーーザザルル実実施施へへ向向けけてて                                          

 

地域で木造化を推進する情報をつくり、人を集め検討会や協議会づくりを始めたら、次のステ

ップとしては、企画案件の掘り起しに向けた試行的な取り組みを行い、その次に設計者選定プロ

ポーザル支援へとつなげることが有効である。以下に、本年度の支援事例等も踏まえた取り組み

方法を紹介する。 

 

（１）企画案件の掘り起し 

企画案件の掘り起しは、過去に、埼玉県と木造アドバイザーが市町村をまわり、企画案件の

掘り起しに取り組んだ事例がある。本年度支援団体では、宮崎、山梨、会津の事例を以下に紹

介する 

 

①宮崎の事例 

・宮崎県では、県が開設する木造相談窓口がある。相談窓口への相談がきっかけで木造の森

林組合事務所が実現した。実現の経緯概要は以下の通りである。 

・宮崎県が主催する、みやざき木造塾を受講した設計者等を木造マイスターとして登録する

制度がある。児湯森林組合が事務所を木造で建替えたいという相談が相談窓口に寄せられ

たため、県は、みやざき木造マイスター運営事務局（当時）である建築士事務所協会へ相

補足 中大規模木造建築相談窓口 115577 
                                             

                                             

談対応を依頼した。相談対応した担当者と森林組合の打ち合わせの結果、マイスターを対

象としたプロポーザルが実現した。 

・事務局がプロポーザル要件を整理し、木造マイスターを参加資格としてプロポーザル案を

募集し、森林組合が設計者を選定した。 

・選定された設計者はマイスターの構造設計者と連携し、県産材を活用した設計を行った。

また、設計者と付き合いのあった地域の製材所と設計段階から材の調達可能性を確認しな

がら設計を進めた。 

・この事例では、相談窓口があること、相談対応できる技術者組織と人材がいたことにより

木造化が実現したと言える。また。プロポーザルを実施できたことで発注者も安心して木

造化を進められたと考えられる。 

 

②山梨の事例 

・山梨県では、これまで民間事業者に対し、木造建築の普及を目指した取り組みを行ってい

る。今年度、民間事業者に対し、意識啓発も兼ねたアンケートを実施した。アンケートを

通して木造化案件の掘り起こしへつながる可能性が高まっており、その概要を紹介する。 

・アンケートは県内の民間事業者 7129社へ依頼し、67社（0.94％）からの回答が得られた。 

・アンケート結果からは、「木造化したかったが、設計者や施工者から木造化の提案がなかっ

た」という回答が多くあり、設計者や施工者等の専門家からの提案不足の状況が明らかと

なった。 

・木造化へ向けて相談したい事業者を探すことにもつながった。個別に電話ヒアリングを行

った結果、建設コストや木造のメリット、木材調達について知りたい、セミナーがあれば

参加したいといった意向があることを確認できた。 

・この事例の成果は、アンケートを利用し、①木造化情報の提供と普及啓発、②木造建築に

対する意識の傾向把握、③木造建築に取り組みたい事業者情報を得られたことである。 

 

③会津の事例 

・会津流域林業活性化センターでは、前年度に「会津材を使って建てよう」という PR広告を

作成した。会津管内の市町村等へ施設建設の計画があるかどうかのアンケートを行った結

果、会津若松地方森林組合が事務所を建替える計画があることが分かった。その後の対応

から設計者選定プロポーザルへつながった経緯を紹介する。 

・前年度までに本事業による支援を受けてきた会津流域林業活性化センターの事務局長は、

地域の木材で施設建設が可能なことを学んできた。そのため、建築の企画がある発注者に

対し、木造化及びその支援が可能であることを伝えたことで、木造化につながった。 

・森林組合の建設委員会の場で、支援コンサルが木造化支援の情報や全国の製材木造等の事

例を伝えることができた。 

・当初、森林組合は、非住宅木造建築が会津材の製材では建てられなく、集成材でしか建て

られないと考えていた。全国の情報を得ることができ、会津の製材を主として事務所建設

5章　支援成果のまとめ
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を行い、設計者選定プロポーザルを実施する方針をまとめることができた。 

・この事例が実現した要因は、木造建築の実現に向けて意欲的な人材がいること、アンケー

ト等で企画案件の掘り起しができたこと、企画中の発注者へ向けて地域製材での木造化が

可能であることを情報提供できたことである。 

 

④企画を掘り起こすために 

・山梨県のアンケート結果からも分かるように、発注者は、非住宅建築を木造化できること

を知らない、あるいは設計者や施工者が木造化に対応できず積極的な木造化提案を行わな

いために、木造化が進まない面がある。そのため、木造化できるという情報の伝達と、木

造化に対応できる設計者や施工者の育成が必要である。 

・上記の 3 つの事例から参考になるのは、木造化案件の掘り起こしの流れである。これから

地域の木造建築を増やしたいと考えている地域では、民間事業者等を対象としたアンケー

トや相談対応に取り組むなど、発注者との接点をつくることが有効である。 

 

（２）設計者選定プロポーザルの実施 

本年度の支援では、近年なかった設計者選定プロポーザル支援を行った。また、宮崎県では木

造マイスターによる設計者選定プロポーザル実施事例があった。木造化の気運の高まりが感じら

れる。事例から、木造化へ向けて設計者選定プロポーザルを実施することで得られた効果を以下

へ紹介する。 

 

①宮崎の事例 

・プロポーザルへの参加条件が、みやざき木造マイスターを対象としていることが特徴的で

ある。発注者にとっては、木造技術を学んだ設計者を対象とできることで安心感が得られ、

設計者にとっては、参加条件がみやざき木造マイスターになることで、みやざき木造塾へ

の参加意欲が高まるといった相乗効果が得られる。 

・木造設計者講習等を通じて木造を学ぶことが、仕事につながるということを設計者が実感

できることが重要である。 

・木造化事例が実現すると、今後の木造化推進へ向けた PR材料になり、好循環が期待できる。 

 

②会津の事例 

・会津若松地方森林組合では、初めて設計者選定プロポーザルを実施した。森林組合関係者

は、建築設計に関しては知見がないため、本事業で支援を行った。 

・設計者選定プロポーザル要領づくりは、他地域の要領を参考にしてまとめた。本支援によ

って、コンセプトが明確となり審査がしやすくなった。また、設計案ではなく設計者を選

ぶという視点を、森林組合関係者や審査委員と共有できた。 

・プロポーザルを実施する過程で、施設の木造化の方針を整理できたことやどのような視点

で設計者を選ぶべきか、どのような木造施設が良いかを森林組合関係者自らが学べたこと

が最も有効であったと考えられる。 

158



115588 資料 中大規模木造建築相談窓口  
                                             

                                            

を行い、設計者選定プロポーザルを実施する方針をまとめることができた。 

・この事例が実現した要因は、木造建築の実現に向けて意欲的な人材がいること、アンケー

ト等で企画案件の掘り起しができたこと、企画中の発注者へ向けて地域製材での木造化が

可能であることを情報提供できたことである。 

 

④企画を掘り起こすために 

・山梨県のアンケート結果からも分かるように、発注者は、非住宅建築を木造化できること

を知らない、あるいは設計者や施工者が木造化に対応できず積極的な木造化提案を行わな

いために、木造化が進まない面がある。そのため、木造化できるという情報の伝達と、木

造化に対応できる設計者や施工者の育成が必要である。 

・上記の 3 つの事例から参考になるのは、木造化案件の掘り起こしの流れである。これから

地域の木造建築を増やしたいと考えている地域では、民間事業者等を対象としたアンケー

トや相談対応に取り組むなど、発注者との接点をつくることが有効である。 

 

（２）設計者選定プロポーザルの実施 

本年度の支援では、近年なかった設計者選定プロポーザル支援を行った。また、宮崎県では木

造マイスターによる設計者選定プロポーザル実施事例があった。木造化の気運の高まりが感じら

れる。事例から、木造化へ向けて設計者選定プロポーザルを実施することで得られた効果を以下

へ紹介する。 

 

①宮崎の事例 

・プロポーザルへの参加条件が、みやざき木造マイスターを対象としていることが特徴的で

ある。発注者にとっては、木造技術を学んだ設計者を対象とできることで安心感が得られ、

設計者にとっては、参加条件がみやざき木造マイスターになることで、みやざき木造塾へ

の参加意欲が高まるといった相乗効果が得られる。 

・木造設計者講習等を通じて木造を学ぶことが、仕事につながるということを設計者が実感

できることが重要である。 

・木造化事例が実現すると、今後の木造化推進へ向けた PR材料になり、好循環が期待できる。 

 

②会津の事例 

・会津若松地方森林組合では、初めて設計者選定プロポーザルを実施した。森林組合関係者

は、建築設計に関しては知見がないため、本事業で支援を行った。 

・設計者選定プロポーザル要領づくりは、他地域の要領を参考にしてまとめた。本支援によ

って、コンセプトが明確となり審査がしやすくなった。また、設計案ではなく設計者を選

ぶという視点を、森林組合関係者や審査委員と共有できた。 

・プロポーザルを実施する過程で、施設の木造化の方針を整理できたことやどのような視点

で設計者を選ぶべきか、どのような木造施設が良いかを森林組合関係者自らが学べたこと

が最も有効であったと考えられる。 
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・設計者選定後は、発注者がどのように木を利用した施設が良いかという要望を設計者へ明

確に伝えられた点もプロポーザル実施の効果と考えられる。 

 

③設計者選定プロポーザル実施の効果 

・設計者選定プロポーザルを実施することで、発注者は木造建築に対する理解を深め、設計

者は木造の設計技術や供給体制の特性を学ぶためのきっかけとなるといった相乗効果が得

られる。また、プロポーザルにより発注者と設計者の関係が深まり、より良い木造建築の

実現へつながる。 

・一方、プロポーザルにおいて、木造建築の実績を重視すると、地域の設計者が参加できな

くなる可能性がある。地域の木造設計者を育てる観点から、木造建築の実績と提案内容の

バランスをとることが重要である。 

 

６６  総総  括括                                                                                  

 

（１）支援の傾向 

本年度は８団体の支援を行った。新規支援が４団体（宮崎、北鹿、西山、石巻）、継続支援

が４団体（佐波川、山梨、会津、滋賀）である。 

支援内容は、木材利用活性化の組織・人づくり、木材利用の普及・啓発活動に関する内容

が８団体に共通しているが、企画案件の掘り起しに関連する内容が増え、実際の仕事につな

げるための動きが出ていることが特筆できる。 

新規支援団体は、基礎知識の習得や地域の課題の整理、協議会等の組織づくりに関する支

援が多く行われた。特に、木造住宅とは異なる非住宅木造建築の木材調達プロセスを学ぶこ

とで、次年度以降の取り組みの方向性が見えてきている。 

継続支援団体は、それぞれの取り組みの進捗状況に応じて、プロポーザル支援、協議会の

設立支援、地域の木材情報や発注者へ向けた PR情報づくりなど、支援内容が多岐にわたった。 

 

（２）さらなる支援へ向けて 

木造化に関する基礎的な情報は、過去にまとめられた「20の支援ツール」や「地域間連携

促進ツール」などを利用する事が有効である。既存の情報を有効活用することは、支援効果

を高め、関係者の参加分野の幅を広げたり、試行的な実践への展開を早めたりすることへつ

ながる。 

近年、協議会等の体制づくりが積極的に取り組まれている。しかし、体制づくりは木造化

推進のための手段の一つである。体制づくりに時間をかけすぎず、具体的な取り組みを並行

して行うことが必要である。 

特に継続支援団体は、これまで取り組んできた基礎的な学びや木造情報づくりを活用して

企画案件の掘り起しに積極的に取り組むべき段階に来ている。次年度以降は、企画案件の掘

り起しや木造企画支援と活動方針の具体化を行うことが望ましい。 

過去の支援事業の中で、設計者選定プロポーザルを支援した事例は少ない。基礎的な情報

づくりや体制づくりが先行して取り組まれるためでもある。設計者選定プロポーザル支援を

行うことで、発注者や設計者が木造を学ぶ機会にもなる。今までの支援を通して得られたノ

5章　支援成果のまとめ
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ウハウを活かし、情報づくりや体制づくりを効率よく１～２年でとりまとめ、これと並行し

て企画案件の掘り起しや設計者選定プロポーザル支援を行うことが有効である。そのために

も、地域で木造化を推進できる人材や組織の行動力が求められている。 
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ウハウを活かし、情報づくりや体制づくりを効率よく１～２年でとりまとめ、これと並行し

て企画案件の掘り起しや設計者選定プロポーザル支援を行うことが有効である。そのために

も、地域で木造化を推進できる人材や組織の行動力が求められている。 

  

補足 中大規模木造建築相談窓口 116611 
                                             

                                             

補補足足  中中大大規規模模木木造造建建築築相相談談窓窓口口  
  

  

１１  相相談談窓窓口口のの概概要要                                                                          

 

１）背景と目的                                       

 

中大規模木造建築の普及に向けた動きが高まりを見せており、各地域での普及啓蒙に向け

た活動も活発化している。しかし、中大規模木造建築の普及といっても、どこから手をつけ

て良いか分からないというグループ（地域協議会等）も多い。また、具体的に勉強会・講習

会などを実施したものの、その次に何を行えば良いか迷っているというグループもある。地

域での普及に向けたグループ活動をサポートする仕組みが求められている。 

また一方、具体的な建築の事案を抱えているものの、設計や施工の経験者も少ないため、

どのように進めればよいかわからないという設計者も多い。このような具体的な設計におけ

るサポートの仕組みが求められている。 

以上のような現状に鑑み、中大規模木造建築全般の相談を受付け、当該相談内容に詳しい

専門家を紹介し、解決をサポートする仕組みを設ける。そして、これらを通して、中大規模

木造建築物を増やし、また、中大規模木造建築に詳しい設計者・施工者を増やすことを目的

とする。 

 

２）事業概要                                       

 

上記のような現状に鑑み、2021 年 10月より「中大規模木造建築相談窓口」開設し、広報を

開始した。相談窓口では、当該相談内容に詳しい専門家を紹介し、解決をサポートしている。 

 

３）相談の流れ（相談の流れのイメージ図参照）                       

 

①相談者が相談内容を相談シートに記入し、相談窓口に送る。（送り先 木の建築フォラム事務局） 

②内容確認等を相談窓口が行い、それを踏まえて回答する担当専門家を選出する。 

③相談窓口が担当専門家に相談内容を連絡する。 

④担当専門家は受け取った相談内容について検討する。 

⑤担当専門家は相談者へ回答、支援を行う。 

⑥その後、担当専門家は相談窓口に、相談の経緯、結果報告を行う。 
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４）回答した専門家への報酬                                

 

担当専門家の電話・メール等による回答は無料対応するが、それを超える支援（例えば、

現地視察等の日当と旅費）は相談者側の負担とする。また、専門家と相談者との間で業務契

約等が必要となった場合は、両者で協議を行い、相談窓口は関与しない。 

 

５）担当専門家                                       

 

担当専門家は下表の通り。 

（五十音順、敬称略） 

全般対応 

荒井 一弘 (株)市浦ハウジング＆プランニング 取締役 

大倉 靖彦 (株)アルセッド建築研究所 代表取締役副所長 

加来 照彦 (株)現代計画研究所 代表取締役 

北瀬 幹哉 環デザイン舎 代表 

神戸 渡 関東学院大学 建築・環境学部建築・環境学科 准教授 

信田 聡 元東京大学 大学院農学生命科学研究科 教授 

鈴木 進 特定非営利活動法人 木の家だいすきの会 代表理事 

長澤 悟 東洋大学 名誉教授 

原田 浩司 木構造振興(株) 客員研究員 

安田 哲也 ＮＰＯ法人 サウンドウッズ 代表理事 
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４）回答した専門家への報酬                                

 

担当専門家の電話・メール等による回答は無料対応するが、それを超える支援（例えば、

現地視察等の日当と旅費）は相談者側の負担とする。また、専門家と相談者との間で業務契

約等が必要となった場合は、両者で協議を行い、相談窓口は関与しない。 

 

５）担当専門家                                       

 

担当専門家は下表の通り。 

（五十音順、敬称略） 

全般対応 

荒井 一弘 (株)市浦ハウジング＆プランニング 取締役 

大倉 靖彦 (株)アルセッド建築研究所 代表取締役副所長 

加来 照彦 (株)現代計画研究所 代表取締役 

北瀬 幹哉 環デザイン舎 代表 

神戸 渡 関東学院大学 建築・環境学部建築・環境学科 准教授 

信田 聡 元東京大学 大学院農学生命科学研究科 教授 

鈴木 進 特定非営利活動法人 木の家だいすきの会 代表理事 

長澤 悟 東洋大学 名誉教授 

原田 浩司 木構造振興(株) 客員研究員 

安田 哲也 ＮＰＯ法人 サウンドウッズ 代表理事 
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材料調達 

鈴木 進 特定非営利活動法人 木の家だいすきの会 代表理事 

原田 浩司 木構造振興(株) 客員研究員 

安田 哲也 ＮＰＯ法人 サウンドウッズ 代表理事 

 

材料物性 

信田 聡 元東京大学 大学院農学生命科学研究科 教授 

 

意匠設計 

加来 照彦 (株)現代計画研究所 代表取締役 

長澤 悟 東洋大学 名誉教授 

 

構造設計 

神戸 渡 関東学院大学 建築・環境学部建築・環境学科 准教授 

 

防耐火 

加來 千紘 桜設計集団一級建築士事務所 

安井 昇 桜設計集団一級建築士事務所 代表 

 

耐久性 

中島 史郎 宇都宮大学 地域デザイン科学部 建築都市デザイン学科 教授 

 

 

２２  相相談談案案件件とと回回答答                                                                        

 

令和５年度は 12 件の相談を受け付けた。 

相談内容は下表の通り。 

 

 受付月 相談内容 相談者 回答者 

案件 01 令和 5 年 6 月 東麻布二丁目計画について 〇設計 加來 千紘 

案件 02 令和 5 年 6 月 
木造・ハイブリット構造・RC構造のコスト比較

について 
環境農水部 大橋 好光 

案件 03 令和 5 年 7 月 木部に塗布する難燃塗料について（内装制限） Ｎ株式会社 加來 千紘 

案件 04 令和 5 年 8 月 木造建築物の遮音性能について Ｊ株式会社 大橋 好光 

案件 05 令和 5 年 8 月 県木材利用のための協議会立ち上げについて 〇県センター ━ 
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 受付月 相談内容 相談者 回答者 

案件 06 令和 5 年 8 月 募集要項や仕様書等の雛形について Ｏ県協議会 大橋 好光 

案件 07 令和 5 年 11 月 構造計算について Ｙ市 大橋 好光 

案件 08 令和 5 年 11 月 中大規模木造ビルの施工手順と工期について 株式会社〇 大橋 好光 

案件 09 令和 5 年 12 月 児童福祉施設計画について 合同会社Ａ 安井 昇 

案件 10 令和 6 年 2 月 木造併用ビル計画について Ｈ合同会社 大橋 好光 

案件 11 令和 6 年 2 月 木造又は併用ビル計画について   〃 大橋 好光 

案件 12 令和 6 年 2 月 意匠設計者向けの講習会開催について Ｆ県 大橋 好光 

 

 

３３  相相談談窓窓口口開開設設のの成成果果                                                                        

 

2021年 10月から、相談窓口を開設しているが、本年度の 2023 年度は相談件数が 12件と、

前年度に比べてかなり増加した。相談内容も実際の設計、施工業者紹介依頼、講習会講師の

紹介依頼など、より具体的なものが増えてきた。また、防火に関する問い合わせは、年度に

関係なく多くなっている。 

 

相談窓口の課題としては、回答する専門家が多忙な方が多いので、対応に迅速さが欠ける

ことがある。また、相談者が質問しやすく、回答者が回答しやすい形態での運営を目指し、

相談シートや完了報告書を改訂を検討する必要もあるだろう。 

 

どこへ相談したら良いか分からない人にとって、相談窓口は一つの拠り所であり、存在意

義は大きいと考える。今後も相談窓口の周知に努め、継続した対応を行っていくことで、中

大規模木造建築の普及に貢献していきたい。 
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 受付月 相談内容 相談者 回答者 

案件 06 令和 5 年 8 月 募集要項や仕様書等の雛形について Ｏ県協議会 大橋 好光 

案件 07 令和 5 年 11 月 構造計算について Ｙ市 大橋 好光 

案件 08 令和 5 年 11 月 中大規模木造ビルの施工手順と工期について 株式会社〇 大橋 好光 

案件 09 令和 5 年 12 月 児童福祉施設計画について 合同会社Ａ 安井 昇 

案件 10 令和 6 年 2 月 木造併用ビル計画について Ｈ合同会社 大橋 好光 

案件 11 令和 6 年 2 月 木造又は併用ビル計画について   〃 大橋 好光 

案件 12 令和 6 年 2 月 意匠設計者向けの講習会開催について Ｆ県 大橋 好光 

 

 

３３  相相談談窓窓口口開開設設のの成成果果                                                                        

 

2021年 10月から、相談窓口を開設しているが、本年度の 2023 年度は相談件数が 12件と、

前年度に比べてかなり増加した。相談内容も実際の設計、施工業者紹介依頼、講習会講師の

紹介依頼など、より具体的なものが増えてきた。また、防火に関する問い合わせは、年度に

関係なく多くなっている。 

 

相談窓口の課題としては、回答する専門家が多忙な方が多いので、対応に迅速さが欠ける

ことがある。また、相談者が質問しやすく、回答者が回答しやすい形態での運営を目指し、

相談シートや完了報告書を改訂を検討する必要もあるだろう。 

 

どこへ相談したら良いか分からない人にとって、相談窓口は一つの拠り所であり、存在意

義は大きいと考える。今後も相談窓口の周知に努め、継続した対応を行っていくことで、中

大規模木造建築の普及に貢献していきたい。 
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４４  参参考考資資料料                                                                                

 

１）相談窓口サイト（事務局サイト画面）                           
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２）相談窓口サイト（協力団体サイト画面）                           
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２）相談窓口サイト（協力団体サイト画面）                           
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３）相談シート                                      
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